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消防団員退職報償金に係る個人番号の取扱いについて（通知） 

平素、退職報償金支給事務並びに公務災害補償事務にご協力をいただいき厚く御礼申し上

げます。 

 さて、令和７年度税制改正に伴い、令和８年１月１日以降に退団する消防団員に係る退職

報償金については、当組合から源泉徴収票の税務署及び市町村への提出が義務付けられまし

た。 

つきましては、令和８年１月１日以降の退団者に係る退職報償金請求に添付する書類の取

扱いの一部を下記のとおり変更しますので、確認の上、ご提出ください。 

なお、その他の書類につきましては、変更はありません。 

 

記 

●「退職所得の受給に関する申告書」 

  申告書に個人番号を記載してデータ（メール又は CD等）で提出して下さい。 

なお、個人番号保護のため暗証番号の設定や簡易書留等で提出願います。 

*申告書の様式が新しくなりましたので当組合のホームページよりダウンロードして使用し

て下さい。（トップページ＞様式集＞退職報償金） 

  *今まで記入していただいた欄外の「確認した」等の記入は不要です。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 総務課 齊藤 電話０２４－５２２－２３７３） 


